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 熊本県都市公園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布
する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
熊本県規則第４２号 
   熊本県都市公園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 
 熊本県都市公園条例の一部を改正する条例（平成２２年熊本県条例第１７号）附則第１
項第３号に掲げる規定の施行期日は、平成２２年５月１日とする。 
 
 
 
 
 
熊本県告示第４９９号 
 理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の４第２項の規定による管理理容師資
格認定講習会及び美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１２条の３第２項の規定によ
る管理美容師資格認定講習会を次のとおり指定したので告示する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
１ 講習会の主催者の名称及び所在地 
 (１) 名称 財団法人理容師美容師試験研修センター 
 (２) 所在地 東京都江東区有明三丁目７番地２６号 
２ 講習会の日程等 
 (１) 日程 
    平成２２年９月１３日（月）、同月２７日（月）及び１０月２５日（月） 
 (２) 講習科目 

ア 管理理容師資格認定講習会 
 (ア) 公衆衛生 
 (イ) 理容所の衛生管理 
イ 管理美容師資格認定講習会 
 (ア) 公衆衛生 
 (イ) 美容所の衛生管理 

 (３) 講習会の会場 
    熊本県立劇場（熊本市大江二丁目７－１） 
 (４) 受講料 
    １８，０００円 
３ 問い合わせ先 
  財団法人理容師美容師試験研修センター南九州ブロック事務所（鹿児島市加治屋町１ 
 １番２号鶴丸技芸ビル２階 電話０９９－２２２－４５７０） 

 
 
熊本県告示第５００号   
  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により都市計画事業の
事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定
により、次のとおり告示する。 
  平成２２年４月３０日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 施行者の名称 熊本市 
２ 都市計画事業の種類及び名称  
  熊本都市計画下水道事業 熊本公共下水道 
３ 事業地 
 (１) 収用の部分 
    変更なし 
  (２) 使用の部分 

昭和５９年３月１日熊本県告示第１７７号（昭和５８年３月８日熊本県告示第２
３３号）、昭和６３年３月１日熊本県告示第１８４号（昭和６１年８月２６日熊本
県告示第６４３号）、平成２年１２月１９日熊本県告示第８６４号（平成３年１月
１８日熊本県告示第３８号）、平成５年５月２１日熊本県告示第４２４号、平成６
年１２月２８日熊本県告示第１０４４号、平成１０年９月２１日熊本県告示第６０
１号、平成１３年１月２６日熊本県告示第７０号、平成１５年１２月３日熊本県告
示第１１３９号及び平成１９年１０月１２日熊本県告示第８６９号の事業地に、熊
本県熊本市改寄町字灰塚原、字飼根、字内村屋敷、字立野、字鳥追、字前田及び字
西久保、同市小糸山町字向原、字相の追、字浦田及び字西原、同市明徳町字向強戸、
字寄鶴、字割頭及び字宮の前並びに同市四方寄町字城ヶ辻及び字名越を加える。 

 告  示 

 規  則 
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４ 事業施行期間 
    昭和５８年３月８日から平成２８年３月３１日まで 

 
 
熊本県告示第５０１号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により指定介護療養型医療施
設の指定の辞退があったので、同法第１１５条の規定により公示する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

施設の名称及び開設の場所 開設者の名称 指定を辞退する日 

福本医院 医療法人社団 福寿会 平成２２年３月３１日

天草市楠浦町２５９番地   
 

 
熊本県告示第５０２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により指定介護療養型医療施
設の指定の辞退があったので、同法第１１５条の規定により公示する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

施設の名称及び開設の場所 開設者の名称 指定を辞退する日 

笹原外科胃腸科医院 

上益城郡御船町御船９４８ 

医療法人 笹原会  平成２２年４月３０日

 
 
熊本県告示第５０３号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ケアサポートメロン 

熊本市日吉二丁目３番８４号 

株式会社シンパクト 平成２２年５月１日 

 
 
熊本県告示第５０４号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

天草市社協ヘルパーセンター五和 

天草市五和町御領２９４３番地 

社会福祉法人天草市社会

福祉協議会 

平成２２年５月１日 

 
 
熊本県告示第５０５号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２２年４月３０日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

天草市社協ヘルパーセンター五和 

天草市五和町御領２９４３番地 

社会福祉法人天草市社会

福祉協議会 

平成２２年５月１日 

 
 
熊本県告示第５０６号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により次の指定
障害福祉サービス事業者から変更の届出があったので、同法第５１条の規定により公示す
る。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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事業者の名称、事 

業所の名称及び事

業の種類 

変更があった 

事項 

変更前の内容 変更後の内容 変更年月日

社会福祉法人 山

鹿市社会福祉協議

会 

山鹿ヘルパーステ

ーション 

居宅介護、重度訪 

問介護 

事業所の所在

地 

山鹿市中５７８

番地 

山鹿市宗方通１

０５番地 

平成２２年

４月１日 

 
 
熊本県告示第５０７号 
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第
５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。 
  平成２２年４月３０日 
                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 湯前町 
  (1) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      馬場（５０６－１－００１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

湯前町馬場 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 

 の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
 関する事項 

      次の図のとおり 
（「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木

部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (2) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      馬返２（５０６－２－００１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      湯前町浜川 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
     部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (3) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      馬返１（５０６－２－００２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

湯前町浜川 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
     部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (4) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      ユルメギ－１（５０６－２－００３－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

湯前町古城 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
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    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
土石流 

    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
     部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (5) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      ユルメギ－２（５０６－２－００３－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

湯前町古城 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
     部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (6) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      牧良（５０６－２－００４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

湯前町浅ヶ野 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
     部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (7) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      上猪（５０６－２－００５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

湯前町中猪 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (8) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      折戸（５０６－２－００６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

湯前町上猪 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (9) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      折戸２（５０６－２－００７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

湯前町上猪 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
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     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
２ 相良村  
  (1) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      椎葉谷川（５１０－１－Ａ４３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

相良村四浦西 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (2) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      山口谷川（５１０－１－Ａ４４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

相良村四浦西 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (3) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      田代川（５１０－１－Ａ４７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

相良村四浦東 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (4) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      田代川（５１０－１－Ａ４８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

相良村四浦東 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (5) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      晴山谷川（５１０－１－Ａ５３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

相良村四浦東 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
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    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     
部に備え置いて縦覧に供する。） 

  (6) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      椎葉谷川（５１０－２－Ｂ３４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

相良村四浦西 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (7) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      椎葉谷川（５１０－２－Ｂ３５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

相良村四浦西 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (8) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      椎葉谷川（５１０－２－Ｂ３６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

相良村四浦西 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木 
     部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (9) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      四浦西－１（５１０－３－Ｊ０３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 

相良村四浦西 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令第４条で定める衝撃に関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び球磨地域振興局土木     

部に備え置いて縦覧に供する。） 
 

 
熊本県告示第５０８号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年４月３０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ケアステーションゆう 

阿蘇市内牧１２１４番地３２ 

合同会社ゆう 平成２２年５月１日 
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熊本県告示第５０９号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
  平成２２年４月３０日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ケアステーションゆう 

阿蘇市内牧１２１４番地３２ 

合同会社ゆう 平成２２年５月１日 

 
 
熊本県告示第５１０号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県上益城郡山都町大見口字原山９７２番４、字鬼ケ 
 城９９１番４ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
上益城地域振興局並びに山都町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第５１１号 
  家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１６条第２項の規定により、家畜人工
授精に関する講習会及びその修業試験を次のとおり実施する。 
  平成２２年４月３０日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 講習会の目的 
    家畜の改良増殖を促進し、畜産振興を図るため、家畜人工授精に関する知識及び技術 
 を有する技術者を養成する。 
２ 講習会の対象家畜 
    牛 
３  講習会の内容 
  家畜人工授精 
４ 講習会の対象者 
    熊本県立農業大学校の生徒及び家畜人工授精業務に従事しようとする者 
５  講習会の対象人数 
   ３０人程度 
６ 講習内容 
  （１）学科 

    科            目  時 間 

 一般科目 

 

 

 

 畜産概論 

 家畜の栄養 

 家畜の飼養管理 

 家畜の育種 

 関係法規 

     ４ 

     ３ 

     ３ 

     ７ 

     ３ 

 専門科目 

 

 

 

 生殖器解剖 

 繁殖生理 

 精子生理 

 種付け理論 

 人工授精 

     ５ 

   １３ 

     ７ 

     ４ 

   １７ 

                     計    ６６ 
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  （２）実習 

             科            目  時 間 

 家畜の飼養管理 

 家畜の審査 

 生殖器解剖 

 発情鑑定 

 精液精子検査法 

 人工授精 

    ４ 

    ７ 

    ４ 

    ６ 

     ８ 

   ４５ 

                     計    ７４ 

７ 講習会の開催期間及び場所 
 (１) 期間 
       平成２２年７月２６日（月）から同年８月２４日（火）まで 
        （平成２２年８月１３日及び同月１６日並びに毎週土曜日及び日曜日を除く２０ 
    日間） 
 (２) 場所 
        熊本県立農業大学校 合志市栄３８０５ 
８ 受講申込方法 
    受講希望者は、受講申込書（別記様式）に履歴書及び業務計画書を添え平成２２年６ 
 月１１日（金）までに住所地を所管する地域振興局長又は熊本農政事務所長を経由して 
 知事に提出する。 
  ただし、熊本県立農業大学校の生徒にあっては同校長を経由して知事に提出する。 
８ 受講手数料 
    手数料の額は、１人につき３２，０００円とし、受講を決定した後に徴収する。 
９ 修業試験 
    平成２２年８月３日（火）及び同月２４日（火） 
１０ その他 
  (１) 受講申込者には別途受講の可否等について通知する。 
  (２) 講習会テキストは、「家畜人工授精講習会テキスト」（社団法人日本家畜人工授 
   精師協会発行）を使用する。 
 （３） 家畜改良増殖法施行規則（昭和２５年農林省令第９６号）第２４条の２の規定に 
   より受講科目の免除を受けようとするものは、当該免除を受けようとする科目を修 
   めたことを証明する書面（単位履修証明書等）を講習会の開始予定日までに提出す 
   ること。 
 
  別記様式 

 

受 講 申 込 書 
 
 

                                          平成  年  月  日    
 
 

 熊本県知事 蒲  島 郁  夫 様 
 
 

                   住  所 
 
 

                   氏  名                        印     
 
 

 熊本県主催による家畜人工授精に関する講習会において講習を受けたいので、履歴書を

添えて申し込みます。 
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熊本県告示第５１２号 
 次の森林を保安林予定森林にするので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条 
の２の規定により告示する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県葦北郡津奈木町大字岩城字竹中５３８番２ 
２ 指定の目的 落石の危険の防止 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
芦北地域振興局並びに津奈木町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第５１３号  
  熊本県少年保護育成条例（昭和４６年熊本県条例第３０号）第７条第１項の規定により
少年に有害な興行として平成２２年４月２２日次のように指定したので、同条第２項の規
定により公示する。 
    平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 種 別      題       名 指  定  理 由 

有害指定 

映画 

犬小屋の妻 発情しました（新日本） 

いとこ白書 うずく淫乱熱（オーピー） 

失禁・秘所彫り（新東宝） 

ざんげ 懺悔Ｍ（新東宝） 

不倫ファミリー 昼から生飲み（オーピー） 

ＡＶ秘話 生肌狩り（新東宝） 

折檻調教 おもちゃな私（オーピー） 

  著しく性的感 

情を刺激し、少

年の健全な育成

を阻害するおそ

れがある。 

 
 
熊本県告示第５１４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２２年４月３０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考 

主要地方道 熊本高森線 上益城郡益城町大字福富字打出宅地 

          ７４０番３０地先から 

同所 

          ７４０番３地先まで 

    30.2 地基創

交安 

（改築

に伴う

拡幅） 
２ 供用を開始する期日 平成２２年４月３０日 

 
 
熊本県告示第５１５号 
 熊本県医療事業実施要項の一部を改正する要項を次のように定める。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
   熊本県医療事業実施要項の一部を改正する要項 
 熊本県医療事業実施要項（平成１７年熊本県告示第１２０２号の２）の一部を次のよう
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に改正する。 
 第１条中「はり・きゅう施術・温泉療養費等を」の次に「支給し、並びに過去に通常起
こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性がある者であって、四肢末梢優
位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障
害を有する者に準ずる者であると認められる者に対し、療養費、はり・きゅう施術・温泉
療養費及び療養手当を」を加える。 
 第２条第１項第１号中「別表」を「別表第１」に、「対象地域」を「対象地域第１」に
改める。 
 第１９条を第２３条とし、第１８条を第２２条とする。 
 第１７条第１項及び第２項中「対象地域」を「対象地域第１又は対象地域第２」に改め、
同条を第２１条とし、第１６条を第２０条とし、第１５条の次に次の４条を加える。 
 （救済措置への申請手続） 
第１６条 救済措置の対象は、次の要件のいずれかに該当することにより、過去に通常起

こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性がある者であって、四肢末梢
優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感
覚障害を有する者に準ずる者（以下「救済措置対象者」という。）であると認められる
者とする。 

 (1） 別表第２に定める地域（以下「対象地域第２」という。）に昭和４３年１２月３
１日以前に相当期間居住しており、かつ、水俣湾又はその周辺の水域の魚介類を多食
したと認められる者 

 (2） 昭和４３年１２月３１日以前に水俣湾又はその周辺の水域の魚介類を多食したと
認められる者であって知事が適当と認める者 

２ 第２条第２項の規定は、救済措置対象者について準用する。この場合において、同条
中「医療手帳交付」とあるのは、「救済措置」と読み替えるものとする。なお、現に医
療手帳を所持している者についても救済措置の対象としない。 

３ 救済措置の対象となることを求める者（以下「申請者」という。）は、給付申請書（別
記第２１号様式）を知事に提出しなければならない。 

４ 申請者は、救済措置の対象となる症状について、別に定める知事が指定する医療機関
（以下「指定医療機関」という。）の医師による診断の検査所見書（別記第２２号様式）
を次により提出しなければならない。ただし、水俣病に係る認定の申請に対する審査に
供された検診資料等その他県が指定した医療機関の医師の診断書があるときは、検診録
使用承諾書（別記第２３号様式）を提出し、当該資料により、診断書の提出に代えるこ
とができる。 

 (1） 診断は、診断申込書（別記第２４号様式）により知事に申し込むものとする。 
 (2） 指定医療機関は、診断終了後、検査所見書を作成し、知事に送付するものとする。 
５ 第３項の給付申請書には、前項に規定するもののほか、次の書類を添付しなければな

らない。ただし、以前に保健手帳を交付された者については、第１号及び第２号の書類
を添付することを要しない。また、以前に保健手帳を交付された者で魚介類摂取等申立
書等の使用承諾書（別記第２５号様式）を提出した者は、第３号の書類を添付すること
を要しない。 

 (1） 住民票の写し 
 (2） 戸籍の附票又は消除された戸籍の附票（昭和４３年１２月３１日以前の居住歴が 
  分かるもの） 
 (3） 魚介類摂取等申立書（別記第２６号様式） 
６ 第３項の給付申請書には、一定の要件を満たす医師の作成した所定の記載事項を満た

す診断書（以下「提出診断書（別記第２７号様式）」という。）を添付することができ
る。また、既に提出診断書を提出したことがある者が、提出診断書の使用承諾書（別記
第２８号様式）を提出した場合は、提出診断書の提出に代えることができる。ただし、
次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 

 (1） 提出診断書を提出しない旨を申し出た者 
 (2） 提出診断書を提出しない旨の申出をせず、給付申請書の提出後３か月以内に提出 
  診断書を提出しなかった者 
７ 第４項及び前項に定める医師は、次の要件を満たす医師とする。 
 (1） 現在、神経内科、神経科又は精神科のある医療機関に在籍していること。 
 (2） 一定の施設基準を満たす医療機関に３年以上在籍した経験を有し、かつ、１年以 
  上の臨床神経学的診療経験を有すること。 
８ 知事は、第３項の規定による申請を受理したときは、審査を行い、第１項各号の要件

に該当すると認めた場合は、救済措置対象者として決定し、水俣病被害者手帳を交付す
る。 

 （救済措置対象者に対する支給） 
第１７条 第７条の規定は、救済措置対象者に準用する。この場合において、同条中「医

療手帳交付者」とあるのは「救済措置対象者」と、「特定症候」とあるのは「救済措置
の対象となる症状」と読み替えるものとする。 

２ 第９条の規定は、救済措置対象者に準用する。この場合において、同条中「医療手帳
交付者」とあるのは「救済措置対象者」と読み替えるものとする。 

３ 第１０条の規定は、救済措置対象者に準用する。この場合において、同条中「医療手
帳交付者」とあるのは「救済措置対象者」と、「２３，５００円」とあるのは「１７，
７００円」と、「２１，２００円」とあるのは「１５，９００円」と、「１７，２００
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円」とあるのは「１２，９００円」と読み替えるものとする。 
 （療養費のみを求める者の手続） 
第１８条 現に保健手帳を所持している者であって、第１６条第３項の規定による申請を

行わず療養費の支給のみを求める者は、水俣病被害者手帳切替申請書（別記第２９号様
式）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請を受理し、これを認めたときは、療養費対象者として
決定し、水俣病被害者手帳を交付する。 

 （療養費対象者に対する支給） 
第１９条 第７条の規定は、療養費対象者に準用する。この場合において、同条中「医療

手帳交付者」とあるのは「療養費対象者」と、「特定症候」とあるのは「指定症状」と
読み替えるものとする。 

２ 第９条の規定は、療養費対象者に準用する。この場合において、同条中「医療手帳交
付者」とあるのは「療養費対象者」と読み替えるものとする。 

 別表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。 
 別表第２ 

 １ 水俣市のうち大字大川、久木野、越小場、古里、石坂川、葛渡及び湯出を除 
  いた区域 
 ２ 芦北町のうち大字鶴木山、計石、道川内、乙千屋、女島、白岩、佐敷、芦北、
  花岡、湯浦、宮崎、豊岡、大川内、田浦、田浦町、小田浦、海浦、波多島及び 
  井牟田の区域 
 ３ 津奈木町全町 
 ４ 天草市のうち御所浦町の区域 
 ５ 八代市のうち二見洲口町の区域 
 ６ 上天草市のうち龍ケ岳町の区域 

 別記第２０号様式の次に次の９様式を加える。 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

給 付 申 請 書 
 
 

私は、救済措置の方針（平成 22 年 4 月 16 日閣議決定）に基づく一時金、

療養費（医療費の自己負担分）、療養手当の給付を申請します。なお、提出

診断書の取扱いについては、次のとおりです。 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日 
 

申請者 
 

 
 

■ 該当する番号に必ず○をつけてください。 
１ 提出診断書を新たに提出する  
２ 過去に提出している提出診断書を使用する 
３ 提出診断書を提出しない  

〒  
 

住 所  

水俣病総合対策医療事業（水俣病被害者手帳）

別記様式第２１号様式（第１６条関係）   
水俣病総合対策医療事業（水俣病被害者手帳）

別記第２１号様式（第１６条関係）  
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 自宅（  ） －  

（ﾌﾘｶﾞﾅ）  

明・大・昭  年  月  日  

 

 

氏 名  

生年月日  

                 印 旧 姓  
 

（ﾌﾘｶﾞﾅ）  

 男 ・ 女 

連絡先  緊急（  ） － 

性 別  

 
 

 

 

 

 

 

個人データ 

氏名  性別 男・女 職業
１．漁業関係 

２．その他（     ）

現住所                 （過去の住所地） 

生年月日  明治・大正・昭和    年   月   日（   歳） 

参考となる資料

の有無 

□認定申請時の資料があるかもしれない。  □保健手帳の申請時の資料があるかもしれない。 

□裁判に提出した資料があるかもしれない。 

水俣病の家族歴 □水俣病認定者（       ） □医療手帳保持者（       ）  

提出診断書結果 □四肢末梢優位の感覚障害あり   □全身性の感覚障害あり  □口の周囲の触覚又は痛覚の障害あり 

□舌の二点識別覚の障害あり    □求心性視野狭窄あり 
  

検査所見書 

現病歴 
 

 
既往歴

 

家族歴 
 

 

水俣病総合対策医療事業（水俣病被害者手帳） 

別記第２２号様式（第１６条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
熊本県知事 様 

（代理で記入された場合のみ記載してください） 

住 所  

 

氏 名                       印 

 

本人との関係 

 

 
システムで印字 
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＜記入上の注意＞ 

 

１．診察所見の欄 

表記の人形図に以下の内容に従って記入して下さい。 

（１）感覚障害（表在感覚）の検査方法について 

＜参考＞検診を行う医師の要件 

 

次の要件のいずれをも満たす医師。 

１ 現在、神経内科、神経科又は精神科のある医療機関に在籍していること。

２ 一定の施設基準を満たす医療機関に３年以上在籍した経験を有し、かつ、

１年以上の臨床神経学的診療経験を有する医師。 

原則として、１年間の神経疾患の入院患者が１００人以上の施設とし、

病院に臨床神経学的検査設備（脳波、筋電図、神経放射線学的検査など）

を有し、定期的に神経カンファランス（臨床または C.P.C）を行い、神経

疾患の剖検を行っているところとする。 

 

 

 

診 

察 

所 

見 

 

そ の 他 の

神経症状 

該当する所見につ

いて、□にチェック。

さ らに 、必 要で あれ ば、

（  ） 内 に具 体 的 な 内

容 ・症 状を 記入 。 

□しびれ              （               ）
□ふるえ               （               ）
□カラス曲がり（こむら返り・痙攣・足がつる） （                ）
□見える範囲が狭い・はっきり見えない         （                ）
□耳が遠い・耳鳴り                  （               ）
□味覚・嗅覚                        （               ）
□言葉を正確に発せない              （               ）
□めまい・立ち眩み                  （               ）
□つまずきやすい・ふらつく                           （               ）
□物を落としやすい・手足の脱力感                  （               ）

上記のとおり証明します   検査年月日 平成   年   月   日 

（医療機関の名称）            （住所） 

（検診を行った医師の氏名）             ○印 

備  考 

（コメント欄） 

 

 

※感覚検査（触覚・痛覚についての検査）

 ・触覚 ／／／／／ 

 ・痛覚 ＼＼＼＼＼ 

※口の周囲の感覚障害（触

覚、痛覚）についても確認

して下さい。 

※背面（足の裏を含む。）に

ついては、特記すべき事項が

あれば記入して下さい。 
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① 触覚 

綿棒を用いて、身体各所の皮膚表面を軽く触り調べる。 

② 痛覚 

爪楊枝を用いて、身体各所の皮膚表面を刺激して調べる。 

（２）感覚障害の記載方法について 

① ／／／／ 触覚鈍麻のある部位を示す 

＼＼＼＼ 痛覚鈍麻のある部位を示す 

② およその鈍麻の程度を示す 

（例）５／１０ 正常を１０／１０とする。 

（３）口周囲の感覚障害（触覚、痛覚）についても確認して下さい。 

 

２．その他の神経症状の欄 

  被検者の応答をそのまま記載して下さい。 

 

３．備考（コメント欄） 

  上記とは別に、お気付きの点等ございましたら記載して下さい。（自由記載） 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

検 診 録 使 用 承 諾 書  
 

 
私は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき認定申請の手続を行

った際、または、平成７年の政治解決の際に、神経内科等の診断を受けて

います。  

したがいまして、今回の給付の申請資料として、県で保存されている過

去の神経内科等の検診録を使用することについて承諾します。  
 
 
平成  年  月  日   
 

申請者  
 

 住 所 
 

 氏 名                 印  

水俣 病総 合対策医療事業（水俣病被害者手帳）

別記 様式 第２３号様式（第１６条関係）   
水俣病総合対策医療事業（水俣病被害者手帳）

別記第２３号様式（第１６条関係）  
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 電話 [    （   ）     ]  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（代理で記入された場合のみ記載してください）  

住 所  

 

氏 名                       印  

 

本人との関係  

 

 
 

診 断 申 込 書  
 

県の案内があれば、県が指定する医療機関の医師による診断を受けます。

（※診断費用として２，７００円をご負担いただきます。） 

 
 

（※なお、ご参考までに、診断を行う場所としてご都合のよい地域を以下より１つ

選び、その番号に○を付けてください。）  

 

 熊本県内  
１  熊本市及びその周辺 ２ 八代市 ３  水俣市 ４ 上天草市  
 
鹿児島県内  
１  出水市 ２  鹿児島市  

 
熊本県、鹿児島県以外  
１ 北海道地区   ２  東北地区  ３  関東地区  ４  北陸地区       
５ 中部地区     ６  関西地区  ７  中国地区  
８ 四国地区    ９  九州・沖縄地区（熊本県、鹿児島県以外）  

 
平成  年  月  日   

水俣病総 合 対策医療 事業 （水俣 病被害者 手帳 ）

別記第２ ４ 号様式（ 第１ ６条関 係）  

熊本県知事 様  
 
 
 
 

  

※検診録の使用をご承諾いただいた方については、県が指定する医療機関の医師によ

る診断は行いません。 

※既存の検診録を使用せず、改めて県が指定する医療機関の医師による診断を希望さ

れる場合は、「診断申込書」を提出してください。 
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申請者  
 

現住所                         
 
氏 名               

℡（ご自宅）    （    ）   －  

 （携帯電話）   （    ）   －   
 

 

 

 

 

 
 
 
 

魚介類摂取等申立書等の使用承諾書  
 
 
 

私は、水俣病総合対策医療事業に基づき保健手帳交付申請の手続を行っ

た際に、魚介類摂取等申立書を提出しています。  
したがいまして、今回の給付の申請資料として、過去の魚介類摂取等申

立書を使用することについて承諾します。また、必要に応じ、住民票の写

し、戸籍の附票等を使用することについても承諾します。  
 
 
 

 
平成  年  月  日   
 

申請者  
 

 住 所  
 

 氏 名                 印  

水俣病総合対策医療事業（水俣病被害者手帳）

別記第２５号様式（第１６条関係）  

 

 
（代理で記入された場合のみ記載してください）  

住  所  

 

氏  名                        印  

 

本人との関係  
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魚  介  類  摂  取  等  申  立  書  
 

１  昭 和 ４３ 年 １２ 月 ３１ 日 以 前 の 居 住 状 況  （ 住 民 票 上 の 住 所 をご 記 入 くだ さ い）  

居 住 時 期           住   所        職  業  
出 生 か ら      昭 和   年  月  日    
昭 和   年   月  日 ～ 昭 和   年  月  日    
昭 和   年   月  日 ～ 昭 和   年  月  日    
昭 和   年   月  日 ～ 昭 和   年  月  日    
昭 和   年   月  日 ～ 昭 和   年  月  日    

 

 ※ 対 象 地 域 に 居 住 歴 の な い方 で あっ て 、 対 象 地 域 と の 関 わ り が あっ た 方 は 、 以 下 に記 入 し て く だ さ い。  

  (1)  該 当 する 対 象 地 域  （       市 ・町            ） ※ 可 能 で あれ ば 字 名 ま で ご記 入 ください。  

  (2)  内 容  

 

  (3)  回 数  

ア ： 仕 事 に 行 った    イ ：学 校 に 行 った   ウ： 知 人 ・ 親 戚 の 所 に行 っ た  

エ ： 買 い物 に行 っ た   オ ： そ の 他 （                   ）  

１年 に （   ） か 月 程 度 、又 は １月 に （   ） 日 程 度 行 った 。 
  （注 ）対 象 地 域 ： (1) 水 俣 市 の う ち大 字 大 川 、久 木 野 、越 小 場 、古 里 、 石 坂 川 、 葛 渡 及 び 湯 出 を除 いた区 域  

              ( 2)芦 北 町 の う ち大 字 鶴 木 山 、計 石 、道 川 内 、乙 千 屋 、女 島 、白 岩 、佐 敷 、 芦 北 、花 岡 、湯 浦 、宮 崎 、豊 岡 、 

              大 川 内 、田 浦 、田 浦 町 、小 田 浦 、海 浦 、波 多 島 及 び 井 牟 田 の 区 域  (3)  津 奈 木 町 全 町   

            (4 )天 草 市 の う ち御 所 浦 町 の 区 域  ( 5）八 代 市 の う ち二 見 洲 口 町 の 区 域  (6 ) 上 天 草 市 の うち 龍 ケ岳 町 の区 域  

 

２  昭 和 ４３ 年 １２ 月 ３１ 日 以 前 の 魚 介 類 摂 取 状 況  

１  主 な 入 手 方 法   (1)  自 家  (2)  親 戚  (3 ) 知 人   (4)  行 商 人  (5)  そ の 他 （                   )

 ※ 可 能 で あれ ば 入 手 先 の 住 所 ･所 在 地 を以 下 に ご記 入 く ださい。 

   （               市 ・町                    ） 

２  魚 介 類 の 食 事 の

状 況  
 (1)  毎 日  

 (2)     日 お き  

(3)  殆 ど 食 べ な か っ た  

朝  ・ 昼  ・  晩   中 皿 にして      杯 く ら い 

朝  ・ 昼  ・  晩   中 皿 にして      杯 く ら い 

３  本 人 、 家 族 等 の  

  漁 業 協 同 組 合  

  加 入 の 有 無  

(本 人 、家 族 ､親 戚 等 ) 

 (1)  有  

 

 

 (2)  無  

① 加 入 者 氏 名 ：                      （申 立 者 と の 関 係            ） 

② 漁  協  名 ：  

③ 加 入 期 間 ：      昭 和     年     月  ～  昭 和  ･ 平 成     年      月  

４  家 族 等 の  

 水 俣 病 認 定 、  

  医 療 手 帳 ･保 健  

  手 帳 所 持 状 況  

 水 俣 病 認 定 者    (1 )  有  （氏 名 及 び 関 係                 ）  (2 )  無  

 医 療 手 帳 所 持 者   (1 )  有  （氏 名 及 び 関 係                 ）  (2 )  無  

 保 健 手 帳 所 持 者   (1 )  有  （氏 名 及 び 関 係                 ）  (2 )  無  

 ※ 「家 族 等 」には 、親 戚 、知 人 、 行 商 人 等 を含 み 、可 能 な 範 囲 で ご 記 入 ください 。 

  ま た上 記 の 水 俣 病 認 定 者 等 には 、 亡 くな ら れ た方 や 失 効 さ れ た方 も 含 み ます 。 

水 俣 病 総 合 対 策 医 療 事 業 （水 俣 病 被 害 者 手 帳 ） 

別 記 第 ２ ６号 様 式 （第 １６ 条 関 係 ）  

 電話 [    （   ）     ] 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

熊本県知事 様  

（代理で記入された場合のみ記載してください）  

住 所  

 

氏 名                       印  

 

本人との関係  
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※1～４については、該 当するかっこの番 号に○をつけて下 さい。 
 

  居 住 状 況 及 び魚介 類の 摂 取 状況 について、上記 の とおり相 違 ないことを申 し立 てます。 
 

 
  平 成   年   月   日  
                                        住 所 
                                   申 立者 
                                        氏 名                               印  
 
                                             住 所 
                                   代 理者     

氏 名                                     印 
（本 人との関係            ） 

                                    
                                   連 絡先       〔          （         ）          〕 

※代 理 者が 記入 する際 は、ご本 人 から聞 き取 った内 容 をご記 載 ください。

  熊 本 県 知 事  様   

 

 

 

 

 

提 出 診 断 書 

 

（注）新たに提出診断書を提出する場合は、原則、以下の様式といたしますが、人形図も

含め以下の項目が全て掲載されているのであれば、この様式に従っていただく必要は

ございません。  

氏名  性別 男・女 職業
１．漁業関係 

２．その他（     ）

現住所                 （過去の住所地） 

生年月日  明治・大正・昭和    年   月   日（   歳） 

現病歴 
 

 
既往歴

 

家族歴 
 

 

 

診 

察 

所 

見 

※感覚検査（触覚・痛覚についての検査）

 ・触覚 ／／／／／ 

 ・痛覚 ＼＼＼＼＼ 

※ 口の周 囲の感 覚障 害（触

覚、痛覚）についても確認

して下さい。 

※背面（足の裏を含む。）に

ついては、特記すべき事項が

あれば記入して下さい。 

水俣病総合対策医療事業（水俣病被害者手帳）  

別記第２７号様式（第１６条関係） 
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＜記入上の注意＞ 

 

１．診察所見の欄 

表記の人形図に以下の内容に従って記入して下さい。 

（１）感覚障害（表在感覚）の検査方法について 

① 触覚 

綿棒を用いて、身体各所の皮膚表面を軽く触り調べる。 

② 痛覚 

爪楊枝を用いて、身体各所の皮膚表面を刺激して調べる。 

（２）感覚障害の記載方法について 

① ／／／／ 触覚鈍麻のある部位を示す 

＼＼＼＼ 痛覚鈍麻のある部位を示す 

＜参考＞検診を行う医師の要件 

 

次の要件のいずれをも満たす医師。 

１ 現在、神経内科、神経科又は精神科のある医療機関に在籍していること。

２ 一定の施設基準を満たす医療機関に３年以上在籍した経験を有し、かつ、

１年以上の臨床神経学的診療経験を有する医師。 

原則として、１年間の神経疾患の入院患者が１００人以上の施設とし、

病院に臨床神経学的検査設備（脳波、筋電図、神経放射線学的検査など）

を有し、定期的に神経カンファランス（臨床または C.P.C）を行い、神経

疾患の剖検を行っているところとする。 

 

そ の 他 の

神経症状 

該当する所見につ

いて、□にチェック。

さら に 、必 要で あれ ば、

（  ）内 に 具 体 的 な 内

容・ 症 状を 記入 。 

□しびれ              （               ）
□ふるえ               （               ）
□カラス曲がり（こむら返り・痙攣・足がつる） （                ）
□見える範囲が狭い・はっきり見えない         （                ）
□耳が遠い・耳鳴り                  （               ）
□味覚・嗅覚                        （               ）
□言葉を正確に発せない              （               ）
□めまい・立ち眩み                  （               ）
□つまずきやすい・ふらつく                           （                ）
□物を落としやすい・手足の脱力感                  （               ）

上記のとおり証明します   検査年月日 平成   年   月   日 

（医療機関の名称）            （住所） 

（検診を行った医師の氏名）             ○印  

備  考 

（コメント欄） 

 

 

 

※舌の二点識別覚の障害、求心性視野狭窄の所見が認められる場合には備考にご記入下さい。
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② およその鈍麻の程度を示す 

（例）５／１０ 正常を１０／１０とする。 

（３）口周囲の感覚障害（触覚、痛覚）についても確認して下さい。 

 

２．その他の神経症状の欄 

  被検者の応答をそのまま記載して下さい。 

 

３．備考（コメント欄） 

  上記とは別に、お気付きの点等ございましたら記載して下さい。（自由記載） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

提出診断書の使用承諾書  
 
 

私は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき水俣病の認定申請の

手続を行った際、水俣病総合対策医療事業に基づき保健手帳申請の手続を

行った際、又は平成７年の政治解決の際に、医師の診断書を提出していま

す。  
したがいまして、今回の給付の申請資料として、過去の提出診断書を使

用することについて承諾します。  
 
 
 

 
平成  年  月  日   
 

申請者  
 

 住 所  
 

 氏 名                 印  
 

 電話 [    （   ）     ] 

 
 

水俣病総合対策医療事業（水俣病被害者手帳）

別記第２８号様式（第１６条関係）  
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水俣病被害者手帳（療養費のみ）切替申請書 
 
 

これまでどおり今後も療養費のみの給付を希望しますので、保健手帳を水俣病被
害者手帳に切り替えていただくよう、申請します。 

 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 

 

 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

明・大・昭  年  月  日 

 
 

住 所 
 

 

氏 名 

生年月日 

                                 印 

連絡先 自宅（  ） － 緊急（  ） － 

水俣病総合対策医療事業（水俣病被害者手帳） 

別記第２９号様式（第１８条関係） 

保健手帳

受給者番
     

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

熊本県知事 様  

（代理で記入された場合のみ記載してください）  

住 所  

 

氏 名                       印  

 

本人との関係  
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   附 則 
 この要項は、平成２２年５月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
熊本県公告第２３５号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規 
定により通知する次の者については、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定に 
より、当該通知の内容を多良木町役場に掲示する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 所在の不分明な者の氏名 
  落合 九州男、又江原 宗明、合志 洋一、又江原 俊之、山下 尚之、又江原 梨 
 佳 
２ 通知の趣旨 
  (1) 農林水産大臣から、保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があっ 
   たこと。 
  (2) 保安林の所在場所、指定の目的及び指定施業要件については、平成２２年４月２ 
   日付け熊本県告示第３７３号による。 

 
 
熊本県公告第２３６号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規 
定により通知する次の者については、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定に 
より、当該通知の内容を多良木町役場に掲示する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 所在の不分明な者の氏名 
  黒木 ユリ子、落合 九州男、上米良 憲治、末羽 淳二、黒木 冨美子、吉川 泰 
 久、尾方 傳治、永田 ミヨ、永田 庫平、黒木 洋隆、置 カツエ、置 貞就、黒木 
  十藏、井上 定見、那須 惣市、槻木 長良、宮原 袈藏、宮原 貢、宮原 兵三、 
 斉藤 鉄弥、上米良 辰夫、宮原 正、柳瀬 益次、柳瀬 強司、佐波 愛、佐波 龍 
 彦、岩野 秀子、黒木 峯男、長井 五郎、長井 士郎、宮美善右衛門、西沢 忠清、 
 大石 琢磨、中村 運平、長瀬 辰喜 
２ 通知の趣旨 
  (1) 農林水産大臣から、保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があっ 
   たこと。 
  (2) 保安林の所在場所、指定の目的及び指定施業要件については、平成２２年４月２ 
   日付け熊本県告示第３７４号による。 

 
 
熊本県公告第２３７号 
 肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次の肥料を登録した
ので、同法第１６条第１項の規定に基づき公告する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県知事 様 

（代理で記入された場合のみ記載してください） 

住 所 

氏 名                          

本人との関係 

印 

 公  告 
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登録番号 肥料の 

種 類 

肥料の 

名 称 

保証成分量 

 （％） 

その他の規格 生産業者の氏名 

又は名称及び住 

所 

登録した

年月日 

熊本県肥 

第１４３

１号 

混合有

機質肥

料 

松次郎 

（しょ 

うじろ 

う） 

窒素全量： 

６．０ 

りん酸全 

量：２．０ 

含有を許され

る有害成分の

最大量及びそ

の他の制限事

項は、公定規 

格のとおり 

合名会社松川商

会 

熊本県玉名郡長

洲町梅田７０３

番地の１ 

 

平成２２

年４月１

９日 

 
 
熊本県公告第２３８号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
  所在 宇城市三角町波多字五反田平６４０番１ 
   地目 学校用地  
  地積 ２，１２６．６０平方メートル（実測） 
    最低売却価格 １０，２００，０００円 
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  (１)  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  (２)  破産者で復権を得ない者 
 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 入札期日及び場所 
   平成２２年６月２２日（火）午前１１時 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県庁本館８０１会議室 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 入札参加申込書 
  この入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書等を提出しなけれ 
 ばならない。 
    提出方法  持参又は郵送による。 
    提出期限 平成２２年６月１５日（火）午後５時 
              （郵送の場合は提出期限までに必着のこと） 
    提出先 熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
７ 入札保証金 

この入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を入札保証金
として納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若
しくは支払保証をした小切手により行わなければならない。なお、入札保証金は、落札
者が契約を締結しないときは、熊本県に帰属する。 

８ 契約締結期限 
  平成２２年７月６日（火）午後５時 
９ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に契約保 
 証金として納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、 
 若しくは支払保証をした小切手により行わなければならない。 
１０ その他 
  (１) 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
  (２) 契約締結場所 別途指定する。 
  (３) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
  (４) 問い合わせ先  
       熊本県総務部管財課（電話０９６―３３３―２１２２） 

 
 
熊本県公告第２３９号 
 下益城郡美里町に事務所を置く美里町土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した
旨の届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規
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定により公告する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 役職名     氏   名    住  所 

 退任 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

   監事 

 就任 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

   監事 

    

 長嶺 興也 

  吉田 美好   

  工藤 英治 

 木村 榮一 

 島田 良祐 

 大本 龍一郎 

 元田 則雄 

 五瀬 安廣 

 植木 栄一 

  木下 啓司 

 土田 哲雄 

  立道  新也 

 松永 光博 

  岩越 節夫 

 辻田 義雄 

 大原 佳明 

   

  長嶺 興也 

  吉田 美好 

 五瀬 安廣  

  高田 良一 

  本田 賢一 

  田上 秀明 

  元田 則雄 

  土田 哲雄 

  松本 新一 

  戸上 岩男 

  松永 光博 

  篠原 良介 

  塚本 寿一 

  霍本 正博 

  米村 繁男 

  本村 保雄 

 

 下益城郡美里町堅志田７４番地  

  下益城郡美里町大井早４１３８番地 

  下益城郡美里町清水１１１７番地 

  下益城郡美里町畝野４８７番地 

  下益城郡美里町畝野１７８０番地 

  下益城郡美里町大井早３３１０番地 

  下益城郡美里町三加１４２２番地 

  下益城郡美里町永富２４０４番地 

  下益城郡美里町豊富２５５１番地 

  下益城郡美里町遠野１６４６番地 

  下益城郡美里町柏川８８４番地 

  下益城郡美里町涌井１７１０番地 

  下益城郡美里町栗崎１２９６番地 

  下益城郡美里町遠野４９６番地 

  下益城郡美里町川越１９３９番地２ 

  下益城郡美里町名越谷３９３８番地 

  

  下益城郡美里町堅志田７４番地  

  下益城郡美里町大井早４１３８番地 

  下益城郡美里町永富２４０４番地 

  下益城郡美里町畝野１５７２番地１ 

  下益城郡美里町遠野２３８番地 

  下益城郡美里町大井早２８３０番地 

  下益城郡美里町三加１４２２番地 

  下益城郡美里町柏川８８４番地 

  下益城郡美里町畝野５７８番地 

  下益城郡美里町遠野１９２８番地 

  下益城郡美里町栗崎１２９６番地 

  下益城郡美里町涌井１７０９番地 

  下益城郡美里町名越谷２９５８番地 

  下益城郡美里町甲佐平１３５４番地 

  下益城郡美里町清水１４５１番地 

  下益城郡美里町遠野１５８６番地 
 

 
熊本県公告第２４０号 
 菊池郡大津町に事務所を置く大菊土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の
届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定に
より公告する。                                 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 役職名     氏   名    住  所 

 退任   

  理事 

   理事 

   理事 

  理事 

   理事 

   理事 

  理事 

 

  岩﨑 秀雄 

 國本 稲雄 

  徳永 敏一 

  清水 幸一 

  坂本 盛幸 

  大塚 精雄 

  相馬 一孝 

 

  菊池郡大津町大字瀬田８番地  

  菊池郡大津町大字森３４７番地 

  菊池郡大津町大字陣内１６９０番地 

  菊池郡大津町大字町３０８番地 

  菊池郡大津町大字引水４９８番地 

  菊池郡大津町大字室５９番地 

  菊池郡菊陽町大字原水３２５９番地 
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   理事 

   理事 

  理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

  監事 

  監事 

   監事 

 就任 

   理事 

   理事 

  理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

  理事 

  理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

  監事 

   監事 

  三島 安正 

  那須 彰一 

  上田 俊秋 

  阪本 俊浩 

  手嶋 賢治 

  外村 育男 

  矢野 政明 

  村上 武 

  家入 勲 

  後藤 三雄 

  緒方 幹男 

  眞弓 一保 

  森田 俊郎 

 

  上田 玉男 

  吉山 一男 

  永田 典治 

  坂本 晋一 

  源川 貞夫 

  矢野 正和 

  相馬 静典 

  上田 和徳 

  髙森 博昭 

  西本 勇一 

  坂本 伸一 

  前田 孝一 

  森田 俊郎 

  眞鍋 髙雄 

  菊池 信泰 

  家入 勲 

  後藤 三雄 

  田中 俊之 

  曽我 永一 

  吉岡 公男 

  菊池郡菊陽町大字原水１６４６番地２ 

  菊池郡菊陽町大字原水６００４番地 

  菊池郡菊陽町大字久保田２５５番地 

  菊池郡菊陽町大字久保田２５１１番地 

  菊池郡菊陽町大字津久礼６１０番地 

  菊池郡菊陽町大字戸次２６０番地 

  菊池郡菊陽町大字辛川１３３９番地１ 

  熊本市弓削町６７０番地 

 菊池郡大津町大字大津８４６番地 

  菊池郡菊陽町大字原水２３２３番地２ 

  菊池郡大津町大字大津６１１番地 

  菊池郡菊陽町大字原水５１３６番地４ 

  菊池郡菊陽町大字曲手２５０番地 

 

  菊池郡大津町大字大林４４０番地 

  菊池郡大津町大字陣内１３３３番地 

  菊池郡大津町大字陣内１４１４番地 

  菊池郡大津町大字下町１２８番地 

  菊池郡大津町大字引水１４０番地 

  菊池郡大津町大字灰塚１５１番地 

  菊池郡菊陽町大字原水３５６８番地 

  菊池郡菊陽町大字原水２３０番地１ 

  菊池郡菊陽町大字原水５０７９番地 

  菊池郡菊陽町大字久保田２６８番地１ 

  菊池郡菊陽町大字久保田２３１６番地 

  菊池郡菊陽町大字津久礼１９６８番地 

  菊池郡菊陽町大字曲手２５０番地 

  菊池郡菊陽町大字辛川１１４９番地２ 

  熊本市平山町３２３０番地 

  菊池郡大津町大字大津８４６番地 

  菊池郡菊陽町大字原水２３２３番地２ 

  菊池郡大津町大字町２２７番地 

  菊池郡菊陽町大字原水４７１番地 

  菊池郡菊陽町大字津久礼４４７番地 

 
 
熊本県公告第２４１号 
 上益城郡山都町に事務所を置く矢部開パ地区土地改良区の役員が次のとおり退任及び就
任した旨の届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７
項の規定により公告する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 役職名     氏   名    住  所 

 退任 

  理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

    

  藤本 英昭  

 荒木 敏雄 

 橋本 康修  

 八田 和一 

 下竹 敬 

 平岡 三幸 

 田上 明 

  森崎 晃成 

 梶原 光輝  

 

上益城郡山都町御所５１８番地  

上益城郡山都町鶴ヶ田６１４番地１４ 

上益城郡山都町御所１２０６番地 

上益城郡山都町黒川６２８番地 

上益城郡山都町下名連石６９番地 

上益城郡山都町下名連石４３５０番地 

上益城郡山都町城平１８９３番地 

上益城郡山都町御所３６６１番地 

上益城郡山都町鶴ヶ田４０５番地 

 就任   
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   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

  監事 

  下竹 良一 

 森崎 晃成 

 渡辺 誠治 

 高橋 金道 

 西岡 守夫 

 高岡 信也 

 藤川 繁観 

 西岡  政伸 

  堀  幸徳 

 梶原 康男 

上益城郡山都町下名連石１６５３番地 

上益城郡山都町御所３６６１番地 

上益城郡山都町黒川５２４番地１ 

上益城郡山都町御所１７３６番地 

上益城郡山都町下名連石５２０５番地 

上益城郡山都町入佐７４０番地 

上益城郡山都町鶴ヶ田２０８２番地 

上益城郡山都町下名連石７８４番地 

上益城郡山都町御所４６８番地１ 

上益城郡山都町鶴ヶ田３７９番地２ 
 

 
熊本県公告第２４２号 
 八代郡氷川町に事務所を置く氷川土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の
届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定に
より公告する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

役職名   氏   名   住  所 

退任 

  理事 

就任 

 理事 

 

浜田 洋 

 

藤本 一臣 

 

 八代郡氷川町網道１４８０番地 

 

 八代郡氷川町高塚９３５番地 
 

 
熊本県公告第２４３号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の２第３項の規定に基づきこの旨を公告する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 事業名 地区名  工事着手年月日  工事完了年月日  事業主体 

 農業用道  

 路 

金峰北部

（玉名市、

玉東町、

熊本市）

 平成２年４月２０日  平成２２年３月３１日     熊本県 

 
 
熊本県公告第２４４号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年４月３０日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

菊池郡菊陽町津久礼字玄番道筋４１１８番５及び同４１１９番４ 
１，７１２．１９平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  熊本市高平二丁目１４番５３号 

株式会社 川﨑ハウジング 
 

 
熊本県公告第２４５号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年４月３０日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

合志市豊岡字須屋久保１９００番６９、同１９００番７０、同１９００番７１、同１
９００番１０１及び同１９００番１６３ 

８３５．８５平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  宇土市北段原町９６番地１ 
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中野電気工業株式会社 
 

 
熊本県公告第２４６号 
 肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定に基づき、次の肥料の
登録有効期間を更新したので、同法第１６条第１項の規定に基づき公告する。 
  平成２２年４月３０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 

登録番号 肥料の 

種 類 

肥料の 

名 称 

保証成分量 

 （％） 

 その他の  

 規格 

生産業者の氏名 

又は名称及び住 

所 

有効期限

熊本県肥 

第１２８

１号 

消石灰 苦土消 

石灰１ 

号 

アルカリ 

分：６０． 

０ 

可溶性苦 

土：１０． 

０ 

該当なし 安田石灰工業株

式会社 

熊本県八代市花

園町９番地の１

４ 

平成２８

年４月２

４日 

 
 
 
 
 
熊本県警察本部告示第１号 
  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３
７２号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり競争入札に参
加する者に必要な資格等について告示する。 
  平成２２年４月２１日 
                       熊本県警察本部長 中尾 克彦 
１  借入物品及び数量 
（１）熊本県警察統合ＯＡシステム用パソコン ２４１台 
（２）開発用熊本県警察統合ＯＡシステム用パソコン ４台 
（３）熊本県警察統合ＯＡシステム用プリンタ  ３４台 
（４）熊本県警察統合ＯＡシステム用関連機器 一式 
２  入札参加資格 
    物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成

１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）による審査のうえ、入札参加資
格を有すると決定された者であること。 

    なお、入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、３に掲げる
ところにより、要綱による審査を受け、入札参加資格を得ること。 

３  入札参加資格を得るための申請方法等 
  (１)  申請の方法 
        ２に掲げる入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、要

綱に定める入札参加資格審査申請書（本競争入札参加のための申請である旨を明示
すること。）に必要書類を添付し、３の（２）の場所へ持参又は郵送（書留郵便に
限る。）により提出すること。 

  (２)  入札参加資格審査申請書の入手先及び提出場所並びに申請に関する問い合わせ先 
      熊本県出納局管理調達課 管理審査班（県庁行政棟本館２階） 
      郵便番号 862-8570   熊本市水前寺六丁目１８番１号 
      電話 096-333-2581    
  (３)  入札参加資格審査申請書の受付期間 
        平成２２年４月３０日（金）から平成２２年５月２１日（金）までの日（県の休

日を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。 
        ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、資   

格審査が入札に間に合わないことがある。 
  (４)  資格審査結果の通知 
        資格審査の結果は、資格審査結果通知書により通知する。 
  (５)  入札参加資格の有効期間 
        入札参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から平成２４年３月３

１日までとする。 
  (６)  有効期間の更新手続 
     前項の有効期間の更新を希望する者に対しては、要綱に基づく入札参加資格審査

申請の受付を平成２４年１月４日から平成２４年１月３１日まで（閉庁日を除く。） 
行う。 

 

 登載依頼 
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熊情管公告第４０７号 
 次のとおり一般競争入札に付する。 
  平成２２年４月２１日 
                       熊本県警察本部長 中尾 克彦    
１ 入札に付する事項 
（１）借入物品及び数量 
   熊本県警察統合ＯＡシステム用パソコン及び関連機器 一式 
（２）借入物品の規格、品質等  
   熊本県警察統合ＯＡシステム用パソコン及び関連機器要求仕様書（以下「要求仕様 
  書」という。）による。 
（３）借入期間 
   平成２３年１月１日から平成２７年１２月３１日まで 
（４）納入期限  
   平成２２年１２月２８日（火） 
（５）借入場所 
   要求仕様書による。 
（６）入札金額 
   入札金額は、賃借料１月当たりの借入代金とする。見積りに当たっては、６０月賃

借料率で計算すること。 
   なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセン

トに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数
金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約希望金額の105分の100に相当する金額により入札すること。 

（７）最低制限価格の設定 
   本競争入札には、最低制限価格は設けていない。 
（８）その他 

ア 本競争入札は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件であるが、紙
入札による参加もできる。ただし、電子入札システムに利用者登録が完了している
者は、電子入札によるものとする。 

イ 本競争入札は、競争入札参加資格確認のため、入札前に３に記載する競争入札参
加資格確認申請書及び確認資料の提出が必要な入札である。 

 
２ 入札参加者の資格に関する事項 
  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 
（１）物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（平

成１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）による審査のうえ、有資格
者として営業種目「リース・レンタル（ＯＡ機器類）」に登録された者であること。  

   なお、入札参加資格を有しない者は、次により入札参加資格審査の申請を行うこと。 
ア 審査申請の受付期間 
  公告の日から平成２２年５月２１日(金)まで（閉庁日を除く。）の午前８時３０

分から午後５時までに提出すること。 
  ただし、受付期間の終了後も入札書締切予定日時まで随時受け付けるが、この場

合には、資格審査が入札に間に合わないことがある。 
イ 審査申請書の提出先及び問い合わせ先 
  熊本県出納局管理調達課 管理審査班（県庁行政棟本館２階） 
  郵便番号 862-8570 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  電話番号 096-333-2581 
ウ 申請の方法 
  要綱に定める「競争入札参加資格審査申請書」に必要書類を添付し、持参又は郵

送により提出すること。 
  なお、申請様式及び提出書類の詳細については、熊本県ホームページの「申請書

様式ダウンロード」のページで確認することができる。 
エ 資格審査結果の通知 
  資格審査の結果は、資格審査結果通知書により通知する。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行った
者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受けて
いること。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行った
者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受けて
いること。 

（４）入札及び開札の時点において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停
止等の措置要領（平成１４年熊本県告示第８１１号）による指名停止期間中でないこ
と。 

（５）要求仕様書の内容を満たしていること。 
 
３ 入札参加のための確認申請  
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  本競争入札に参加を希望する者は、２の（２）～（５）に示す要件を満たしているか
の確認を受けるため、次により別紙様式１の「競争入札参加資格確認申請書」及び確認
資料（以下「申請書等」という。）を提出しなければならない。 

  なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに確認の結果要件を満たしていないと
認められた者は、本競争入札に参加することができない。 

（１）提出方法及び提出場所 
  ア 電子入札システムによる入札参加の場合 
    申請書等を電子入札システムにより提出すること。 
    なお、確認資料の容量が１ＭＢを超える場合には、４の（１）に示す場所に持参

又は郵送（書留郵便に限る。）することとし、持参又は郵送する書類の目録を電子
入札システムで提出すること。 

  イ 書面による入札（以下「紙入札方式」という。）参加の場合 
    申請書等を４の（１）に示す場所に持参又は郵送すること。 
    なお、郵送の場合は、提出期間内に必着すること。 
（２）提出期間                                                  
   公告の日から平成２２年６月３日（木）午後１時まで（閉庁日を除く。）に提出す 
  ること。 
（３）確認結果の通知 
   確認の結果は、「競争入札参加資格確認結果通知書」により通知する。 
 
４ 入札執行の日時、場所等 
（１）契約条項を示す場所 
   熊本県警察本部警務部情報管理課電算システム運用第二係 
   （熊本県警察本部庁舎４階） 
      郵便番号 862-8610 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
   電話番号 096-381-2048 ファックス番号 096-381-2048 
（２）仕様書等 

ア 交付の期間 
公告の日から入札日まで（閉庁日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５

分までとする。 
イ 交付の場所 

４の（１）に記載する場所で交付する。  
（３）入札の日時及び場所 
  ア 電子入札システムによる入札 

３の（３）記載の確認結果の通知を受けた日時から、平成２２年６月１１日（金）
午後１時までに入札すること。 

  イ 紙入札方式による入札 
（ア）日時 平成２２年６月１１日（金）午後２時 
（イ）場所 熊本市水前寺六丁目１８番１号 

        熊本県警察本部警務部情報管理課ＯＡ研修室 
        （熊本県警察本部庁舎９階） 
（４）開札の日時及び場所 
   ４の（３）のイに同じ。 
（５）再度の入札 
   開札後、落札者がない場合は再入札を行う。 
   再入札を行う場合、電子入札により入札書を提出した者については、再入札の通知

を受けた日時から、平成２２年６月１１日（金）午後４時までに電子入札システムに
より入札すること。 

 
５ 入札方法等 
（１）入札方法 
  ア 電子入札システムによる入札の場合 
    ４の（３）のアの締切日時までに電子入札システムにより入札書を提出すること。

ただし、入札参加者側のシステム障害等のやむを得ない事情があり、入札書受付締
切予定日時までに「熊本県電子入札システム紙入札移行承認願」を４の（１）に示
す場所に提出し、熊本県警察本部（契約担当者）から承認を受けた場合は、イの紙
入札方式によるものとする。 

  イ 紙入札方式により持参する場合 
    別に定める別紙様式２の「入札書」により作成し、４の（３）のイの日時及び場

所に持参し、提出すること。 
    ただし、代理人をして入札するときは、別に定める別紙様式３の「委任状」を入

札書と同時に提出すること。                                   
    なお、郵送を認めるが、次の事項に留意の上、必ず平成２２年６月１０日（木）

までに４の（１）に記載する場所に必着するよう郵送（書留郵便に限る。）するこ
と。 

  （ア）封筒は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」、中封筒に「借入
物品の名称」及び「開札日時」を朱書きすること。 

  （イ）再入札を予想する場合は、中封筒に「再入札書」、「借入物品の名称」及び「開
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札日時」を朱書きし、同封すること。 
（２）開札の方法 
   開札は、電子入札システムにおいて行う。 
   ただし、紙入札方式において入札した者がいる場合は、入札に参加した者又はその

代理人の立会いのもとに行うものとする。この場合において、入札に参加した者又は
その代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせてこれを
行う。 

（３）入札の回数 
   入札回数は２回までとする。開札後、落札者がない場合は、再入札を行う。 
   なお、再入札書の締切日時までに再入札書を提出しなかった者及び紙入札方式によ

り入札書を郵送した者で再入札書の提出がなかった者は再入札を辞退したものとみ
なす。 

（４）落札者の決定方法 
   有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込

みをした者を落札者とする。   
   なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、電子入札システ

ムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。 
（５）無効の入札 
   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 
イ 紙入札方式による入札において、委任状を提出しない代理人のした入札 
ウ 紙入札方式による入札において、記名押印を欠く入札 
エ 紙入札方式による入札において、金額を訂正した入札 
オ 紙入札方式による入札において、誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
カ 紙入札方式による入札において、同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又

は２人以上の代理をした者の入札 
キ 紙入札方式による入札において、２以上の意思表示をした入札 
ク 紙入札方式による入札において、くじ番号の記入がない入札 
ケ 電子入札システムによる入札において、入札、見積及び契約権限のない者のＩＣ

カードを使用して提出された入札 
コ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入札

執行者が認めた場合の入札 
サ 明らかに連合によると認められる入札 
シ その他入札に関する条件に違反した入札 

（６）入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正
に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させ
ず、入札の執行を延期し、若しくはこれを取りやめることがある。 

（７）入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 
（８）その他 
   要求仕様書等に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札心得（昭和

３９年熊本県告示第４２０号）及び熊本県電子入札（物品調達・業務委託契約等）運
用基準の規定を準用する。 

 
６ 契約の締結 
（１）契約書作成の要否 

要 
（２）契約の締結期限 

落札者決定の日から１４日以内とする。 
（３）落札者からの契約締結の申出期限 

落札者決定の日から７日以内とする。 
 
７ 入札保証金及び契約保証金 
（１）入札保証金 
   免除する。 
（２）契約保証金 
   契約しようとする者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額（１月当たり

の賃借料）に借入期間月数（６０月）を乗じて得た金額の１００分の１０以上の金額
を納付しなければならない。ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、契
約保証金の納付が免除される。 
ア 契約しようとする者が、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被

保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を
提出したとき。 

イ 契約しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に付する
事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、こ
れらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき（その者が、契約を
履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 

 
８ その他 
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（１）入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 
   日本語及び日本国通貨とする。 
（２）本一般競争入札公告は、入札説明書を兼ねる。 
（３）本競争入札は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受

ける。   
 
９ Summary 
（１）Name and quantity of commodity: 
     A set of personal computers for Kumamoto Prefectural Police  (one set). 
（２）Deadline for supply of items: 
     December 28th,2010 
（３）Date and place to submit bidding: 
      June 11th,2010,2:00p.m. 
      Kumamoto Prefectural Police  
      9th floor OA training Room 
      6-18-1 Suizenji,Kumamoto city,Kumamoto prefecture 
      862-8610 Japan 
（４）Deadline to submit bidding proposal by mail(Registered only): 
      June 10th,2010,5:00p.m. 
（５）Language and currency to be use for bidding: 
      Japanese language and currency only 
（６）Name of the department to be contacted with regard to this contract: 
      Kumamoto Prefectural Police  
      Police Administration Department 
      Information Management Division 
      6-18-1 Suizenji,Kumamoto city,Kumamoto prefecture 
      862-8610 Japan 
      Tel. 096-381-2048 

 
 
熊本県選挙管理委員会告示第１９号   
 当委員会が管理する選挙につき、候補者届出政党又は候補者が、公職選挙法（昭和２５
年法律第１００号。以下「法」という。）第１５０条第１項又は第３項の規定による政見
放送を行うことができる一般放送事業者及び当該一般放送事業者の放送設備により行うこ
とができる政見放送の回数は、次のとおりとする。 
   平成２２年４月３０日 
                                  熊本県選挙管理委員会    
                                                   委員長 柴 田  憲 保 
１  第２２回参議院議員通常選挙において、熊本県選出議員の選挙に関し、候補者が、法 
 第１５０条第３項の規定による政見放送を行うことができる一般放送事業者及び当該一 
 般放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数  
      株式会社熊本放送（テレビジョン放送）  １回 
      株式会社テレビ熊本                    １回 
      熊本朝日放送株式会社                  １回 
      株式会社熊本放送（ラジオ放送）        １回 
２  第１８回熊本県知事選挙において、候補者が、法第１５０条第３項の規定による政見 
 放送を行うことができる一般放送事業者及び当該一般放送事業者の放送設備により行う 
 ことができる政見放送の回数  
      株式会社熊本放送（テレビジョン放送）  １回 
      株式会社熊本県民テレビ               １回 
      熊本朝日放送株式会社                  １回 
      株式会社熊本放送（ラジオ放送）        １回 
３ 第４６回衆議院議員総選挙において、熊本県内の小選挙区選出議員の選挙に関し、候 
 補者届出政党が、法第１５０条第１項の規定による政見放送を行うことができる一般放 
 送事業者及び当該一般放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数 
  （１）当該候補者届出政党の熊本県内の小選挙区に係る届出候補者数が２人以下の場合 
     株式会社テレビ熊本                  １回 
      熊本朝日放送株式会社                  １回 
  （２）当該候補者届出政党の熊本県内の小選挙区に係る届出候補者数が３人以上の場合 
      株式会社テレビ熊本                  １回 
      株式会社熊本県民テレビ               １回 
      熊本朝日放送株式会社                  １回 

 
 
熊本県個人情報保護制度審議会公告第１号   
  熊本県個人情報保護制度審議会の会議を次のとおり開催します。 
  なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおりです。 
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    平成２２年４月３０日 
                                  熊本県個人情報保護制度審議会   
                                              会長  冨 永 清 美 
１ 日時                                      
  平成２２年５月１０日（月） 
    午前１０時～正午 
２ 会場 
    熊本県熊本市水前寺６丁目１８番１号 
    熊本県庁行政棟本館５階審議会室 
３ 審議内容 
  （１） ホームページによる個人情報の提供について（熊本県個人情報保護条例第９条 
    第２項第２号のオンライン結合により個人情報の提供を例外的に行う事項） 
４ 傍聴者の定員 
   １０人 
５ 傍聴手続 
  （１） 傍聴希望者は、当該会議の会場前において受付の上、事務局の指示に従い、会 
    議の会場に入ることができます。 
 （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了します。 
６ 問合せ先 
  熊本県熊本市水前寺６丁目１８番１号 
  熊本県個人情報保護制度審議会事務局（熊本県総務部県政情報文書課） 
    （電話０９６－３３３－２０６８） 

 
 
熊本県有明海区漁業調整委員会指示第３０号 
 アサリ資源の繁殖保護を図るため、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１
項の規定に基づき、次のとおり指示する。ただし、試験研究機関等が試験研究のため採捕
する場合、又は本委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 
  平成２２年４月３０日  
                        熊本県有明海区漁業調整委員会会長 青 山  行 男 
１  指示の内容 
   熊本県有明海区（昭和２５年農林省告示第１２９号に定める海域）において、殻幅 
 １２mm未満のアサリを採捕してはならない。 
２  指示の期間 
  平成２２年４月３０日から平成２３年４月２９日まで 

 
 
 熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規
則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２２年４月３０日 
                                   熊本県人事委員会委員長  清 塘 英 之 
熊本県人事委員会規則第２１号 
      熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定め 
   る規則の一部を改正する規則 
  熊本県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規
則（昭和４１年熊本県人事委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 
 別表市町村の表水俣市の項中 
「 

本庁（会計課を含む。） 

 

 

 

 

福祉事務所 

総合医療センター 

部長 部次長 総室長 会計管理者 課

長 産業廃棄物対策室長 商工観光振興

室長 農林水産振興室長 総務課課長補

佐 財政課課長補佐 秘書広報係長 職

員係長 行政係長 財政係長 

所長 

院長 副院長 部長 事務部次長 副看

護部長 課長 技師長 技士長 療法士

長 科長 総務課課長補佐 総務係長 

 

 

 

 

 を 

                                  」 
「   

本庁（会計課を含む。） 

 

 

福祉事務所 

部長 部次長 会計管理者 課長 総務

課課長補佐 財政課課長補佐 秘書係長 

 職員係長 行政係長 財政係長 

所長 

 

 

 に改め、

                                  」 
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同表天草市の項機関名の欄中「病院（診療所を含む。）」を「診療所」に改め、同項職名
の欄中「病院局長 院長 診療所長 病院局次長 副院長」を「所長」に、「薬局長 審
議員 看護総師長」を「審議員」に改め、同表宇城市の項職名の欄中「部長 課長」を「部
長 次長 課長」に改め、同表合志市の項職名の欄中「部長 課長」を「部長 会計管理
者 課長」に改め、同表高森町の項職名の欄中「課長」を「課長 審議員」に改め、同表
氷川町の項職名の欄中「課長 審議員 総務財政課課長補佐」を「課長 会計管理者 審
議員 総務財政課課長補佐」に改める。 
  別表一部事務組合の表阿蘇広域行政事務組合の項職名の欄中「総務課長補佐 総務課主 
幹 総務係長」を「総務課の課長補佐及び主幹（総務係、人事係又は財政係の業務を担当 
する課長補佐及び主幹に限る。）総務係長 人事係長 財政係長」に改め、同表氷川町及 
び八代市中学校組合の項職名の欄中「課長」を「課長 会計管理者」に改め、同表八代生 
活環境事務組合の項職名の欄中「次長」を「次長 会計管理者」に改める。 
      附 則                                                             
  この規則は、公布の日から施行する。                                       
 


